
 

岐阜県立関高等学校 各種証明書の発行について 

１ 学校で発行する証明書について 

 

本校を卒業した方等に次の証明書を交付することができます。 

卒業証明書、調査書、学業成績証明書、単位修得証明書、その他学業等に関する文書

（推薦書、各証明書を発行できない証明書など、校長印を要する文書全て） 

 

< 主な証明書の種類と発行期限等について > 

種 類 卒業後の発行期限 備  考 

卒業証明書 永年 卒業したことを証明します。 

調 査 書 ５年 進学等で、発行期限以降の申請の場合は、出願先に

その旨お問い合わせください。なお、「証明書が発行

できない証明書」も発行できます。 学業成績証明書 ５年 

単位修得証明書 ２０年 高等学校で学んだ科目の修得単位数を証明します。 

  ※卒業後に改姓や改名をされた方についても、基本的に卒業時の氏名での発行とな

ります。新しい氏名での発行を希望する場合は、戸籍抄本（発行日から６か月以内

のもの）等、改姓改名の事実が記載されているものを合わせて提出してください。

調査書等は新姓等での発行はできません。 

 

２ 交付手数料について 

 

証明書１通につき３００円の交付手数料が必要です。（※在校生は除きます。） 

交付手数料は岐阜県収入証紙を販売所(５を参照)で購入の上、申請書に貼付するこ

とにより納付していただきます。 

※本校での岐阜県収入証紙の購入はできません。 

 

【注意】 

岐阜県収入証紙の販売は、令和７年１２月末で終了します。（お手元にある岐阜

県収入証紙の使用は令和８年９月末まで可能です。） 

令和８年１月以降の申請方法等については現在検討中ですので、内容が決まり次

第、このホームページでお知らせします。 

 

なお、令和３年７月１日より、県外に居住する等の理由により証紙の売りさばき

を受けることが困難であると認められる者（以下「県外居住者等」という。）が、

 



 

郵便等で申請する場合については、現金（現金書留による）又は無記名の定額小

為替証書による納付も可能となりました。あらかじめ電話によりご相談ください。 

   ※県内居住者の方は、現金・定額小為替での取り扱いはできません。 

 

３ 申請方法 

 

  証明書の発行には時間を要しますので（概ね１週間程度、急ぎの場合は相談に応じ

ます）申請する際は、必要な証明書の種類、枚数などをあらかじめ事務（関高校代表：

０５７５―２２―５６８８）に連絡してください。 

学校休業日を除く平日８時３０分から１６時５０分まで事務で受付けております。

原則として、申請者ご本人が来校して申請することになりますが、遠隔地にお住まい

であるなどやむを得ない場合は、代理人による申請や郵送による申請を受付けます。 

郵送による申請の場合は、簡易書留等追跡可能な方法で送付してください。 

  なお、申請書を受理した後は、証明書が不要となった場合でも書類及び手数料の返

却はできませんので、注意してください。 

 

申請時にご用意いただく書類は、次のとおりです。 

 

〇申請に必要なもの 

① 証明書交付申請書 

 

② 手数料（１通３００円 岐阜県収入証紙は申請書に重ならないように貼付） 

［県外居住者等が郵便等で申請する場合］（あらかじめ連絡してください。） 

・現金で納付される場合は、申請書とあわせ現金書留で送付してください。 

・定額小為替証書(６を参照)で納付される場合は、定額小為替証書の指定受

取人欄等はすべて空欄（無記入）のまま送付してください。 

 

③ （代理人申請の場合）委任状 

 

④ 本人確認書類（運転免許証・健康保険証・パスポートなど） 

・代理人申請の場合は代理人の本人確認書類とします。 

・郵送により申請する場合は、写し（氏名・住所・生年月日が確認できる面）

を申請書に同封してください。 

健康保険証等の写しを郵送する場合は、被保険者記号・番号等にマスキング

を施してください。 

 

⑤ （証明書を郵送で受け取る場合）返信用封筒 

 ・返信用封筒には申請者の住所・氏名を記入し、切手を貼付してください。 



 

遅配・不達等の郵便事故の責任は負いかねますのであらかじめご了承くださ

い。 

 

 【返信用封筒に貼付する切手の額の目安】 

卒業証明書 

１～１０通 （長形３号封筒） 

１１０円＋特定記録郵便料金等 

調査書等  

（卒業証明書以外の証明書） 

１～２通 （角形２号封筒） ３～５通（角形２号封筒） 

１４０円＋特定記録郵便料金等 １８０円＋特定記録郵便料金等 

※卒業証明書以外の証明書は、長形３号封筒に封入します。長形３号封筒が入る大きさ

の封筒（角形２号等）を準備してください。 

※あくまで目安です。組み合わせによって変わります。 

 

 

４ 申請書様式等 

 

  証明書交付申請書、委任状の様式は、本校事務室に備え付けておりますが、こちら

からもダウンロードできます。 

なお、遠隔地の方でダウンロードができない場合は、ＦＡＸもしくは郵送で送付い

たします。 

【様式】 

・証明書交付申請書（ＰＤＦファイル） 

  ・委任状（ＰＤＦファイル） 

 

５ 岐阜県収入証紙について 

 

岐阜県収入証紙の販売所は、以下のページでご確認ください。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/13417.html 

なお、本校近辺の販売所は以下のとおりです。 

（１）十六銀行東関出張所（関市弥生町２―２―２６ ＴＥＬ：０５７５―２３―７８１６） 

（２）関信用金庫桜ヶ丘支店（関市弥生町３―３－３ ＴＥＬ：０５７５―２４―７７１１） 

※個人情報の取扱いについて 

 本校が証明書の交付手続きにより取得した個人情報については、証明書発行に伴

う本人確認及び申請内容に関する本人への問合せのために利用します。これらの個

人情報については、上記に明示する利用目的にのみ使用し、その利用目的の達成に

必要な範囲を超えて利用することはありません。 

https://school.gifu-net.ed.jp/seki-hs/certificate/pdf/format_shinsei060927.pdf
https://school.gifu-net.ed.jp/seki-hs/certificate/pdf/format_inin030701.pdf
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/13417.html


 

 

６ 定額小為替証書について 

 

※県外居住者等が郵便等で申請する場合のみの取扱いとなります。 

あらかじめ電話によりご相談ください。 

・ゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口でお求めいただけます。 

・額面は１２種類あります。証明書発行手数料額ちょうどになる組合せをお求めく

ださい。 

・額面にかかわらず、定額小為替証書の料金が別途必要です。 

・定額小為替証書の受取人欄等に何も記入しないでください。 

・定額小為替証書と定額小為替払渡票は切り離さないでください。 

・定額小為替金受領書は、申請された証明書が届くまでお手元で保管してください。 

・詳しくは、最寄りのゆうちょ銀行、郵便局の窓口でお尋ねください。 

 

７ 申請書送付先・問合せ先 

郵便番号５０１－３９０３ 関市桜ヶ丘２－１－１  

岐阜県立関高等学校 

 電話（代表） ０５７５－２２－５６８８ 

ＦＡＸ    ０５７５－２３－７０８９ 


